
10月中旬以降に国より通知される個人番号通知カード（以下通知カード）は、10月２日時

点で町にお届けいただいている避難先へ個人宛に送られます。全国民へ順次通知になりま
すので、発送には時間を要すると思われます。到着までお待ちください。

なお、通知カード到着後、個人番号カードを希望される方は、以下の２つの申請方法が
あります。交付申請しない方は、届いた通知カードを大切に保管してください。

通知カードに同封の交付申請書に記入の上、通知カード、交付申請書、本人確認できる身分

証、証明書用顔写真を持参して来庁申請となります。同封の封筒は使用しないでください。

①浪江町役場および各出張所、または避難先市区町村の窓口に上記書類を持参してください。

②平成28年１月以降、準備ができ次第、本人限定受取郵便で個人番号カードが発送されます。

　町民税務課住民係　　0243（62）0129 または 代表 　0243（62）0123

申請時に本人確認する場合（申請時来庁方式）
遠方に避難されている方はこの方式で申請してください

通知カードに同封の返信用封筒で交付申請書等を郵送、もしくはスマホやパソコンで申請とな

ります。

１月以降に個人番号カードの交付通知が届きましたら、交付通知、番号通知カード、本人確認

できる身分証（顔写真付き）を持って、浪江町役場二本松事務所へお越しください。（避難先市区

町村、浪江町役場各出張所では交付できません）

●………………………………………………………………●●
どちらの方法も、必ず一度は窓口での本人確認が必要になります。上記２の交付時来庁方式で

申請した場合、受取が浪江町役場二本松事務所でしかできなくなります。

遠方にお住まいで二本松事務所へ来庁できない方は、カードの受取が郵送になる上記１の「避

難先市区町村もしくは浪江町の各出張所の窓口で申請時に本人確認する方法」をお勧めします。

通知カードに同封の返信用封筒で郵送申請しますと、自動的に交付時来庁方式になって
しまいますのでご注意ください。

詳しくは、浪江町役場町民税務課住民係までお問い合わせください。

　　　
●………………………………………………………………●●

交付時に本人確認する場合（交付時来庁方式）
二本松事務所へ来所できる方のみ

－浪江町に住民票がある方へ－
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